
1 

1. 今後の課題と事業スケジュール 

検討課題の整理 1.1 

調査・検討、事業化、整備、運営段階において想定される検討事項を以下に整理します。 
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主な検討事項 1.2 

前節の整理において示した各検討課題について、想定される主な検討事項を以下に示します。 

 

那珂市における検討事項 1.2.1 

一体型整備に関する協議 (1) 

本道の駅の整備候補地は県道那珂インター線に面することから、道路管理者である茨城県との

一体型整備を見据え、今後、県との役割分担等について協議していく必要があります。 

 

管理運営主体の構築 (2) 

第三セクターの設立に向け、以下の事項について検討する必要があります。 

① 参画企業等の調整 

市内企業や関係団体等の参画を募り、指定管理予定者を見据えた管理運営体制の構築を図る

必要があります。 

② 立時の出資資金の確保 

第三セクター設立に必要な財源や出資資金等を確保するための準備・調整が必要となります。 

③ 出資割合の検討 

第三セクター設立の背景や目的、資金調達の規模、財政的なリスク等を検討し、出資者と出

資割合について検討する必要があります。 

④ 指定管理予定者との協議 

管理運営計画の作成に向け、公平性や公益性の面から検討を行い、事業化に向けた必要なバ

ックアップを行います。 

⑤ 法的準備 

第三セクターを設立するにあたっては、設立許可の申請や契約書の策定など適切な法的準備

が必要となります。 

 

生産者協議会の設立支援 (3) 

道の駅を運営するにあたっては、農畜産物の出荷の取りまとめや、販売に関するサポートを行

うための生産者による協議会を設立する必要があり、立ち上げにあたっては、生産者の参画意向

の調査等の設立に向けたバックアップを行う必要があります。 

 

補助金・交付金の準備 (4) 

道の駅の整備においては、補助金・交付金等を積極的に活用する必要があり、活用可能な補助

金・交付金等について早い段階で国や関係団体と調整を行い、道の駅の役割や施設構成、立地場

所を考慮した条件整理等、採択に向けた準備を進める必要があります。 

 

中長期的な財政計画の検討 (5) 

道の駅整備に係る財源の確保に向け、イニシャルコストに加え、管理運営費用等のランニング

コストを含めた中長期的な財政運営が求められることから、綿密なシミュレーションを行うなど、

事業の実現性を担保しつつ健全な財政計画を確立しておくことが重要となります。 
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運営主体・関連企業における検討事項 1.2.2 

管理運営計画の策定 (1) 

飲食や物販スペース等の運営については、直営又はテナント形態が想定されることから、適切

な事業形態を選択する必要があります。また、事業形態に応じた売上や経費を適切に見積り、正

確な収支計画を作成する必要があります。 

設備の保守・維持管理方針や、道の駅で提供するサービス向上に向けた取組など、施設の運営

や管理に関する目標設定が重要となります。 

 

機能・サービスの事業化 (2) 

機能、サービスの事業化に向け、以下の事項について検討する必要があります。 

 

① オリジナル商品・メニュー等の企画開発 

周辺地域や他施設で販売している商品との差別化や、新たな道の駅の魅力付けの一環として、

オリジナル商品や新規メニューの企画開発を行う必要があります。また、加工品の開発に必要

な地域特産品の安定的な確保の方法についても併せて検討する必要があります。 

 

② 加工施設の運営計画 

地域の特色を生かした６次産業化との連携や加工品の開発に必要な地域特産品の安定的な

確保等の持続可能な運営について検討を行う必要があります。 

 

③ イベントの企画・既存イベントとの連携 

集客力向上に向けた魅力的なイベントを定期的に開催するため、以下の検討を行う必要があ

ります。 

 イベントの内容と道の駅のコンセプトの整合・調整 

 既存イベントの誘致・調整 

 イベント実施時の駐車場の確保や交通機関との連携・調整 

 イベンターや協力団体等、イベント開催に関連する様々な事業者との連携・調整 

 

④ スタッフの育成 

適切な施設運営が図られるよう、経理、事務、仕入れ、販売及び衛生管理などを行う各担当

者（責任者）の教育・研修・育成を行う必要があります。 
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⑤ 情報発信 

道の駅が継続的に知られ、来訪客や地域住民に利用されるためには、道の駅のコンセプトに

合った情報提供の方法を検討し、SNS 等を活用した情報発信や、ラジオ局との連携などについ

て調整を行う必要があります。 

 

 

生産者との事前協議 (3) 

農畜産物直売所の開業にあたっては、生産者と事前協議を行う必要があります。以下に想定さ

れる協議内容を示します。 

 

① 農畜産物の種類や価格設定について 

種類の選定にあたっては市場の需要を考慮し、価格設定については、販売手数料などを考慮

した上で運営事業者との協議により決定する必要があります。 

 

② 出荷体制について 

生産量が管理され、豊富な品揃えの確保や安定した供給につなげるため、農業者団体等と協

議し、農畜産物出荷のとりまとめ方法や出荷体制について事前に調整を行う必要があります。 

 

③ 販売方法 

消費者の幅広い需要に対応するためには、直売所での販売のみでなく、EC サイトなどの新

しい販売方法についても検討を行い、配送サービス等に必要な設備やスペースを確保する必要

があります。 

 

④ 在庫管理 

直売所の商品の品質を保つために、生産者との連携を密に行い、直売所における在庫管理状

況を生産者に通知するシステムの導入等の工夫が必要となります。これによって、効率的な直

売所での商品の調達が可能となり、生産者の生産計画に活かすことが可能となります。 

 

⑤ マーケティング 

直売所のブランドイメージや販売促進のためのマーケティングにおいて、考え方を共有するこ

とが重要です。また、生産者が農産物に関連する情報を提供することで、直売所の顧客に対する

情報提供も向上することが期待されます。 

 

建築・外構設計の検討 (4) 

建築設計にあたっては、管理・運営を見据えたバックヤード及び販売スペースの検討を行い、

外構設計にあたっては、本市の新しいランドマークとしてドライバーから認識されやすいデザイ

ンや、施設周辺の民家や景観に配慮した施設、居心地が良く長時間滞在・休憩が可能な景観形成

を考慮したデザインが求められます。 
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地域振興に向けた検討事項 1.2.3 

地域振興を図っていく上では、那珂市・事業者・地域住民が一体となって、道の駅を活用した

取組を継続的に実施していく必要があります。以下に、想定される地域振興方策と、実現に向け

た検討課題を示します。 

 

インターチェンジ周辺の開発推進 (1) 

国道 118 号の４車線化や県植物園のリニューアル計画などを地域活性化の契機と捉え、那

珂インターチェンジ周辺地域の「まちづくりの方針」に基づき、道の駅の整備を核とした土

地利用の在り方や民間活力の活用などを検討し、インターチェンジ近接の利便性を活かした

産業集積に取り組んでいく必要があります。 

 

地域資源の発見、活用 (2) 

那珂市の潜在的地域資源を掘り起こし、転換していくことが重要であることから、地元工

芸品の展示や販売、道の駅を拠点とした体験ツアーや那珂市の歴史・文化を学べるツアーな

どを企画し展開していくことが求められます。 

 

６次産業化の推進 (3) 

農畜産物の生産、加工、販売を一括して道の駅内で行うことで、那珂市の豊かな地域資源

を活用した新たな付加価値を生み出し、生産者の所得向上や、地域の雇用創出を図ることが

可能となります。 

６次産業化を効果的に推し進めるためには、地域内の様々な団体や事業者が連携し、地産

地消や人材育成、地域のブランド化に向けた取組を継続的に行っていく必要があります。 

 

農業振興 (4) 

道の駅を拠点とした農業振興の取組として、ほ場を活用した収穫体験等の農業体験や、新

規就農者に対する研修会等の実施による営農支援、また、市内の農業高校等との連携・交流

を図るための場としての活用などが期待されます。 

 

地域内、地域内外の交流の促進 (5) 

道の駅が日常的に利用され、賑わいを生む場となることが必要です。道の駅を拠点とした

交流促進に向けた取組として、地域内のボランティア団体や NPO などと協力した文化交流活

動等の開催や、地域特産品の展示や販売、講演会やワークショップ等を定期的に継続して開

催していく体制づくりが重要となります。 
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事業スケジュール 1.3 

開業までの事業スケジュールは以下に示すとおりであり、令和 10 年度の供用開始を目指し事

業を推進していきます。なお、検討の進捗状況により変更となる可能性があります。 

表 想定事業スケジュール 

 令和４年度 

(2022年) 

令和５年度 

(2023年) 

令和６年度 

(2024年) 

令和７年度 

(2025年) 

令和８年度 

(2026年) 

令和９年度 

(2027年) 

令和 10年度 

(2028年) 

基本構想 

基本計画 

       

管理運営 

体制の構築 

       

基本設計 
       

実施設計 
       

建設工事 
       

外構工事 
       

供用開始 
       

 

第 3セクター設立 ＜設計・施工監修＞ 


